
 

鳥取県物価高騰に立ち向かう経営力向上・賃上げ事業者支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和 32 年鳥取県規則第 22 号。以下「規則」と

いう。）第４条の規定に基づき、鳥取県物価高騰に立ち向かう経営力向上・賃上げ事業者支援補

助金（以下「本補助金」という｡）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

  

（交付目的） 

第２条 本補助金は、物価高騰等による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃

金引上げを行う県内中小事業者等を対象に、経営力向上に直接投資する設備投資、人材育成等

を支援し、経済の好循環を実現していくことを目的として交付する。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、「県内中小事業者等」とは、鳥取県内に主たる事業所を有する中小企

業者（中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号。）第２条第１項に規定する中小企業者

をいう。以下同じ。）に該当する個人事業主又は会社、若しくは本補助金の趣旨により商工労働

部長が別に認めるものをいう。 

 

（補助金の交付） 

第４条  知事は、第２条の目的の達成に資するため、別表１の第２欄に掲げる事業（以下「補助

事業」という。）を行う同表の第１欄に掲げる者（以下「補助対象者」という。）に対し、予算

の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表２に掲げる経費の合計額に別表１の第３欄に定める

率を乗じて得た額以下（千円未満は切り捨てる。また上限は、別表１の第３欄に掲げる従業員

等の数に応じて同表の第４欄に掲げる額とする。）とする。 

３ 補助対象経費について、本補助金と別に国又は県から同種の補助金等を受けている又は受け

る予定となっている事業については、補助対象としないものとする。 

４ 補助事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例（平成 23 年鳥取県条例第 68 号）の趣旨

を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（事業実施計画書の提出及び認定） 

第５条 本補助金の交付を受けようとする者は、様式第１号による事業実施計画書を商工労働部

企業支援課長（以下「企業支援課長」という。）が別に定める日までに提出するものとする。 

２ 知事は、前項の提出があったときは、補助対象者の要件及び事業実施計画書の内容を審査し、

事業の認定の可否を決定するものとする。 

３ 前項の審査は、別に定める基準に基づき行うものとする。 

４ 知事は、前項により事業の認定の可否を決定したときは、様式第２号により速やかに結果を

通知する。 

 

（事業着手） 

第６条 本補助金の交付を受けようとする者は、自己の責任において令和５年 12月４日以降に事

業に着手することができるものとし、事業の認定日までに生じた経費を、前条第１項の規定に

よる事業実施計画書における補助対象経費に含めて提出することができる。 

 



（実施内容の変更） 

第７条 第５条第４項に規定する認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、原則として、

認定された事業実施計画（以下「認定計画」という。）の範囲内で、補助事業を行うものとする。 

２ 認定事業者は、認定計画について次に掲げる変更を行う場合は、あらかじめ、様式第１号の

事業実施計画（変更）書を提出して知事に変更申請するものとする。 

（１）認定額（補助金見込額）の増額を伴う変更 

（２）その他、重要な変更と認められる変更 

３ 前項により変更申請があったときは、第５条の規定を準用する。 

 

（交付申請及び実績報告の時期等） 

第８条 規則第５条の規定による本補助金の交付の申請（以下「交付申請」という。）及び規則第

17条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日のうち、いずれか

早い日までに行わなければならない。 

（１）認定計画に係る事業完了（認定計画を変更し一部完了をもって事業完了とした場合を含む。）

の日から 10日を経過する日 

（２）企業支援課長が別に定める日 

２ 交付申請及び実績報告は、様式第３号によるものとする。 

３ 規則第５条第１号及び第２号に掲げる交付申請に添付する書類並びに規則第 17 条第２項第

１号及び第２号に掲げる実績報告に添付する書類は、それぞれ様式第４号及び第５号によるも

のとする。 

４ 認定事業者が第１項各号に規定する日までに交付申請及び実績報告を行わなかった場合は、

第５条第４項の規定による認定は原則として失効するものとする。 

 

（交付決定及び交付額の確定） 

第９条 本補助金の交付決定及び規則第 18 条第１項の規定による交付額の確定は、原則として、

前条第１項の規定による交付申請及び実績報告を受けた日から 20日以内に行うものとする。 

２ 前項の規定により交付決定及び交付額の確定を行ったときは、様式第６号により通知する。 

 

（補助金の支払） 

第 10 条 知事は、補助対象経費が適正に支出されていると認めた場合、交付決定額の範囲内で、

本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）の補助対象経費の支払実績額に対応

する本補助金を、補助事業者へ支払うものとする。 

 

（財産の処分制限） 

第 11 条 規則第 25 条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

40年大蔵省令第 15号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、

知事が別に定める期間）とする。 

２ 規則第 25 条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が 50 万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるも  

  の 

３ 規則第 25条第２項の知事の承認に係る申請は、様式第７号により行うものとする。 

４ 第９条第１項の規定は、規則第 25条第２項の承認について準用する。 

 

（財産の処分に伴う収益納付） 

第 12条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収

入があったときは、当該収入があったことを知った日から起算して 30日以内に、知事にその旨



を報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、知事がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよう指示

したときは、補助事業者はこれに従わなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税の取扱い） 

第 13 条 本補助金の補助対象経費には、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する消費税

及び地方税法（昭和 25年法律第 226号）に規定する地方消費税の額は含めないものとする。 

 

（関係書類等の保存） 

第 14条 補助事業者は、事業完了年度の翌年度から起算して５年間は、本補助金の交付に関する

帳簿及び書類を保存しなければならない。 

 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第 15 条 知事は、本補助金の交付を受けた補助事業者が、規則第 21 条に規定するほか、偽りそ

の他不正行為によって交付を受けたことが判明した場合は、同条の規定により交付決定の全部

又は一部を取り消し、規則第 22条の規定により所要の額の返還を命ずるものとする。 

 

（捜査機関等への情報提供） 

第 16条 知事は、本補助金の交付を受けた補助事業者が、前条に規定する偽りその他不正行為に

よって交付を受けた可能性があると認めるときは、補助事業者が提出した関係書類等を、要請

に応じて捜査機関等に提供することができる。 

 

（雑則） 

第 17条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、商工労

働部長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年 12月 28日から施行する。 

  



別表１ 

 

１ 補助事業者 ２ 補助事業 ３ 補助率 ４ 補助金上限額 

県内中小事業者等であっ

て、次に掲げる事項全てを

満たす者 

（１）令和５年 10月以降、

認定計画の期間内に

おいて、従業員等一人

あたりの平均給与支

給月額を３％以上引

上げること。 

（２）認定計画の期間内に

おいて、全ての従業員

等の１時間あたりの

平均賃金※が 951 円以

上であること。 

（３）パートナーシップ構

築宣言を行う又は行

った者であること。 

（４）以下のいずれにも該

当しないこと。 

ア 宗教上の組織または

団体 

イ 鳥取県暴力団排除条

例（平成 23 年鳥取県

条例第３号）に規定す

る暴力団員等 

ウ 上に掲げるもののほ

か、本補助金の趣旨に

照らして適当でない

と知事が判断する者 

自社の経営力向上を図る

ために行う以下（１）～

（６）いずれかに該当する

取組であって、かつ（７）

に該当するもの 

（１）生産性向上・省力化・

自動化を図る取組 

（２）高収益化を図る取組 

（３）販路拡大を図る取組 

（４）取引先との価格適正

化を図る取組 

（５）人材確保・育成を図

る取組 

（６）その他、本補助金の

趣旨に照らして、商工

労働部長が適当と認め

る取組 

（７）以下のいずれにも該

当しないこと 

ア 政治、宗教又は選挙

活動に関わる取組 

イ 公序良俗に反する取

組 

ウ その他補助金を交付

することが適切でな

いと認められる取組 

 

１／２ 

※事業期間内に

従業員等一人あ

たりの平均給与

支給額を５％以

上引上げた場合

は２/３ 

（１）従業員等の数 19

人まで 

100千円／人×従業

員等の数 

（２）20人以上 

2,000千円 

 

※ 全ての従業員等の１時間あたりの平均賃金とは、①②いずれかの額とする。 

①全ての従業員等（短時間労働者、派遣労働者等を含む）に直接支給する３か月分の給与等（賃

金・手当とし、事業主が負担する社会保険料等は除く。派遣労働者の場合は派遣元に支払う

費用の当該３か月分の総額とする。）の合計を、当該３か月における従業員が従事する総労働

時間で除して計算される額 

②就業規則に規定された１時間あたりの最低賃金の額  



別表２（第４条関係） 

区分 費目 内容 

生産性向
上・省力
化・自動化 

業務改善指導費 業務フローや現状・課題の分析及び課題解決の提案に係る
外部専門家への依頼経費、指導経費等 

機械器具費 生産性向上・省力化・自動化のための機械器具（機械装
置、備品等）及び附随品の購入・借用に必要な経費等 

システム導入費 生産性向上・省力化・自動化に繋がるデジタルを活用した
システム等の構築整備、導入に必要な経費等 

施設改修費 生産性向上・省力化・自動化のための施設改修（動線改善
等、業務効率化等が見込まれる改修整備）に必要な設計経
費、改修費、工事費等 

高収益化 マーケティング
戦略費 

高収益化に向けた市場調査、マーケティング戦略（製品、
価格、流通、プロモーション戦略）構築等の助言を依頼す
る経費等 

機械器具費 高収益化に向けた設備（機械装置、備品等）整備・借用に
必要な経費等 

システム導入費 高収益化に繋がるデジタルを活用したシステム等の構築整
備、導入に必要な経費等 

施設改修費 高収益化に繋がる施設改修（ラインの増設、施設整備等）
に必要な設計経費、改修費、工事費等 

開発・事業転換
費 

収益が見込まれる新商品（サービス）の開発や事業転換の
実施等に要する経費等  
※販売用の原材料費、開発に係る人件費、固定費（家賃、
光熱水費、賃料、通信費等）等は対象外とする 

産業財産権導入
費 

新商品開発に必要な産業財産権を導入するための経費、附
随経費 

販路拡大 マーケティング
戦略費 

現状・課題分析及び課題解決に向けた対策等の分析、市場
調査、マーケティング戦略構築、新規誘客や販路・商圏拡
大等に向けた助言やブランディングを依頼する経費等 

広告宣伝費 （改修を含む）ホームページ、チラシ、パンフレット等の
ＰＲツールの作成、顧客に向けた来店促進に向けた取組に
係る消耗品等に係る経費等 

営業代行料 販路開拓及び営業を外部専門家に依頼するために必要な経
費 

展示会開催・参
加費 

（インターネット上を含む）展示会、販促イベント等を行
う際の会場費、装飾費、出展登録料、保険料、通訳翻訳
料、委託費等 

需要確保・販路
開拓費 

新規出店、店舗拡大等に要する経費 
※販売用の原材料費、開発に係る人件費、固定費（家賃、
光熱水費、賃料、通信費等）等は対象外とする 

取引先との
価格適正化 

取引先調整費 取引先全体での付加価値向上に要する経費 
※共同システムの導入・借用費、広報費等 

人材確保・
育成 

人材育成費 従業員の人材育成（スキルアップ）のために必要な経費 
※研修・ワークショップ受講料、講師派遣料、資格取得
費、会場費、テキスト・図書購入費、借用費等 

人材確保費 人材確保に繋がる経費 
※会社説明会の開催費用、求人広告掲載費用等 

その他 その他、補助目的の実現に必要と認められる経費、上記の事業を遂行するに
あたって必要と認められる経費（旅費・消耗品費等を含む）であって、商工
労働部長が必要と認める経費（既存実施事業からの経費振替は対象外） 

※ 消費税及び地方消費税、振込手数料は、補助対象経費から除くものとする。 
※ 汎用品（パソコン、スマートフォン、カメラ、車両等）は補助対象外とする。 
※ 貸出しの用途に供するものは補助対象外とする。 

 


